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〇
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の
機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確

保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
漁
業
協
同
組
合
等

の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
債
権
管
理
回
収
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金
融
再
生
委
員
会 

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
一
年
大 

 

蔵 
 

省 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農

林

水

産

省 

告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月 

 
 

日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

金
子
原
二
郎 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
１ 
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
命
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
の
二
の
農
林
水
産

大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

［
略
］ 

二 

当
該
特
定
金
銭
債
権
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

イ 

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業

協
同
組
合
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
、
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加

工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行

う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。
）
又

は
そ
の
子
会
社
（
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項

、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
合
算
し
て
、
基
準
議
決
権
数
（
法
第
十
七
条
の

十
五
第
一
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
特
定
会
社
（
命
令
第
二
十
六
条

１ 

［
同
上
］ 

   

一 

［
同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

 

イ 

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業

協
同
組
合
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
、
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加

工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行

う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。
）
又

は
そ
の
子
会
社
（
法
第
十
一
条
の
六
第
二
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項

、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
合
算
し
て
、
基
準
議
決
権
数
（
法
第
十
七
条
の

十
五
第
一
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
特
定
会
社
（
命
令
第
二
十
六
条
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第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
会

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
決
権
（
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
に

規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し

て
い
る
当
該
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行
（
法
第

八
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
信
託
兼
営
銀
行
を
い
う
。
）
か
ら
当

該
特
定
会
社
が
取
得
し
た
債
権 

［
ロ
・
ハ 

略
］ 

［
三
～
五 

略
］ 

第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
会

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
決
権
（
法
第
十
一
条
の
六
第
二
項
に

規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し

て
い
る
当
該
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行
（
法
第

八
十
七
条
の
三
第
二
項
第
六
号
イ
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
信
託
兼
営
銀
行
を
い
う
。
）
か
ら

当
該
特
定
会
社
が
取
得
し
た
債
権 

［
ロ
・
ハ 

同
上
］ 

［
三
～
五 

同
上
］ 

２ 

法
第
十
一
条
の
八
第
三
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一

項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

前
項
第
二
号
イ
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

法
第
十
一
条
の
六
第
三
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一

項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

前
項
第
二
号
イ
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


